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磯分内小学校（下山孝善校長）の６年生１人が社会
見学として役場を訪れ、町長との対談や役場内の見
学をしました。児童は「緊張したけれど、町長と会
えて嬉しかった。また、役場はいろいろな係に分か
れて仕事をしていることが分かり勉強になりまし
た」と感想を述べました。

社会見学に訪れました5/18

沼幌小学校で釧路人権擁護委員協議会（伊藤明日佳
会長）主催の「人権の花」運動が行われ、本町の人
権擁護委員成田節子さん、山澤正宏さんが小学生と
一緒に花植えを行いました。子どもたちは花植え活
動を通じて、優しい思いやりの心や生命の大切さを
学びました。

「人権の花」が植えられました6/8

町内の小学校１〜２年生と標茶高校生の交流を目
的とした「小学生の農園体験」が標茶高等学校で行
われ、ジャガイモの植え付けをしました。同校で育
てられたジャガイモ・玉ネギ・ナスなどの野菜は、
８月に「標高産野菜カレー」、９月に「オール標高
産野菜カレー」として町内の学校給食で提供されま
す。

おいしい野菜を給食に5/26

トピックス 話題話題
　　いろいろ　　いろいろ
話 題話 題
　　いろいろ　　いろいろ
話 題話 題
　　いろいろ　　いろいろ
話 題話 題
　　いろいろ　　いろいろ

営業時間
AM ５：３０〜 AM ８：００
AM １０：３０〜 PM ９：３０
標茶町桜８丁目３８番地
☎４８５−２０３０

ホテルテレーノ気仙

ソフトクリーム
復活しました！

泊まっ得プラン泊まっ得プラン泊まっ得プラン

泊まっ得プラン

活躍が期待されます

ノーススタージュニア釧路の鷲見元春君（塘路小
６年）が、地区予選を突破し、第23回ダイハツ
北海道小学生ABCバドミントン大会（6月25日、
北見市）に出場を決め、その報告に役場を訪れま
した。鷲見君は「昨年はベスト８に入れた。今年
は優勝を目指したい」と意気込みを語りました。

5/23
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トピックス 話題話題
　　いろいろ　　いろいろ
話 題話 題
　　いろいろ　　いろいろ
話 題話 題
　　いろいろ　　いろいろ
話 題話 題
　　いろいろ　　いろいろありがとうございます

道路工業釧路営業所（三宅雄介所長）の皆さんが地
域貢献活動として、塘路小中学校・中茶安別小中学
校・沼幌小学校のグラウンドを整地をしてください
ました。

あすなろ道路道東営業所（今敏次所長）の皆さんが
地域貢献活動として、虹別小中学校のグラウンドを
整地してくださいました。

5/13

標茶ライオンズクラブ（佐藤紀寿会長）が図書館へ
児童図書17冊を寄贈してくださいました。佐藤会
長は「子どもたちの読書に役立てて欲しい」と話さ
れました。

5/25

大樹生命釧路営業部（仲渡啓介営業部長）、同釧路み
なと営業部（神林信平営業部長）の皆さんが地域貢
献活動として、南標茶地区のゴミ拾いをしてくださ
いました。

4/28

開成建設工業（弟子屈町、小澤慎司代表取締役）の
皆さんが地域貢献活動として、磯分内小学校のグラ
ウンドを整地してくださいました。

5/9

標茶町土木建設業協会（藤原利洋会長）の皆さんが
地域貢献活動として、釧路川標茶緑地公園サッカー
場・ソフトボール場・自由広場、標茶小学校・標茶
中学校、駒ケ丘公園、社会福祉センター運動広場、
麻生地区のグラウンド整地作業をしてくださいまし
た。

5/10

5/10・12
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平成25年度　第166号
標茶町女性団体連絡協議会

発行責任者　会長  山口　鈴代　標女連広報委員会

平成26年２月１日第198号　　�令和４年７月１日
標茶町女性団体連絡協議会

発行責任者　会長　千葉　博子　標女連広報委員会

一、手と心をつなぎ、明るく豊かな町をつくりましょう。
一、互いに人格を認めあい、奉仕の心を養いましょう。
一、からだをきたえ、人生に希望と誇りをもちましょう。
一、お年寄りを敬い、子供を愛し、円満な家庭をつくりましょう。
一、力を合わせて、薫り高い郷土の文化をつくりましょう。

女性活動の合いことば

　

総
務
委
員
会
と
広
報
委
員
会
が
統
合
と
な
っ

て
初
め
て
の
「
女
性
の
つ
ど
い
」
を
５
月
29
日

に
開
催
し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
の
影
響
で
令
和
元
年
か
ら
休
ん
で
い
ま

し
た
が
、
今
年
は
午
前
の
部
の
み
と
し
、
３
密

を
避
け
、
換
気
を
し
て
も
寒
く
な
い
季
節
を
選

び
開
催
し
ま
し
た
。

　
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
か
ら
み
た
標
茶
町
」

と
題
し
、
小
濵
愛
さ
ん
、
中
道
智
大
さ
ん
、
炭

田
晃
希
さ
ん
の
３
人
の
標
茶
町
地
域
お
こ
し
協

力
隊
員
を
講
師
に
招
き
、
60
人
以
上
の
町
民
と

と
も
に
講
演
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
道

外
か
ら
来
た
方
、
北
海
道
出
身
だ
が
道
外
生
活

が
長
い
方
、
道
外
出
身
で
道
東
に
住
ん
だ
経
験

の
あ
る
方
と
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
皆
こ
の
土
・

空
・
空
気
・
生
き
て
い
る
も
の
が
好
き
な
の
だ

ろ
う
と
私
に
は
思
え
ま
し
た
。
全
国
に
地
域
お

こ
し
協
力
隊
員
は
６
千
人
以
上
い
て
、
千
以
上

の
自
治
体
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
標

茶
町
で
は
す
で
に
２
人
の
方
が
協
力
隊
員
を
卒

業
し
標
茶
町
に
定
住
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
私

た
ち
に
も
協
力
隊
員
と
い
う
言
葉
が
な
じ
み
あ

る
も
の
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

講
演
で
は
、
親
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
合
わ
せ

て
子
ど
も
の
検
診
や
予
防
接
種
の
予
定
を
組
ん

で
く
れ
た
り
、
都
市
に
は
な
い
標
茶
町
の
行
政

サ
ー
ビ
ス
に
驚
い
た
そ
う
で
す
。「
当
た
り
前
」

と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
実
は
そ
う
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
気
付
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
標
茶
町
で
撮
影
し
た
写
真
を
紹
介
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
野
生
動
物
・
植
物
・
自

然
、普
段
私
た
ち
が
目
に
す
る
も
の
と
は
違
い
、

と
て
も
美
し
い
も
の
で
し
た
。
き
っ
と
自
然
に

対
す
る
慣
れ
が
私
た
ち
の
目
に
そ
れ
を
映
さ
な

い
の
で
し
ょ
う
。
私
が
印
象
に
残
っ
た
写
真

は
、
家
族
と
犬
数
匹
が
こ
ち
ら
を
向
い
て
笑
っ

て
い
る
写
真
と
、
林
野
に
木
漏
れ
日
で
一
列
に

並
ん
で
同
じ
姿
勢
を
と
る
犬
た
ち
で
す
。
と
て

も
幸
福
感
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
ど
う
し
て
犬

が
カ
メ
ラ
目
線
で
じ
っ
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
不
思
議
で
す
。

　

ま
た
、
協
力
隊
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
Ｙ

ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
に
よ
る
標
茶
町
の
紹
介
が
あ

り
、
今
年
の
成
人
式
の
様
子
を
編
集
し
た
動
画

を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
友
人
の
孫
や
知

り
合
い
の
子
供
た
ち
が
成
人
し
て
新
た
な
門
出

を
迎
え
ら
れ
た
姿
に
感
激
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
動
画
が
地
域
お
こ
し
協
力
隊

の
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
見
ら
れ
る

そ
う
で
す
。
チ
ャ
ン
ネ
ル
登
録
の
方
法
を
教
え

て
く
れ
る
機
会
を
作
る
と
の
こ
と
で
楽
し
み
で

す
。
そ
の
ほ
か
、
Ｓ
Ｌ
冬
の
湿
原
号
や
く
し
ろ

湿
原
ノ
ロ
ッ
コ
号
で
の
Ｐ
Ｒ
活
動
、
イ
ベ
ン
ト

の
企
画
運
営
な
ど
、
標
茶
町
の
魅
力
を
発
信
し

て
く
だ
さ
る
皆
さ
ん
の
活
動
を
聞
い
て
、
私
た

ち
に
は
何
が
で
き
る
の
か
と
少
し
考
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

こ
の
講
演
会
は
、
教
育
委
員
会
の
力
を
借
り

な
が
ら
、
標
女
連

の
役
員
・
理
事
・

町
内
会
女
性
部
長

で
つ
く
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
い
ろ

い
ろ
迷
い
な
が
ら

楽
し
く
「
女
性
の

つ
ど
い
」
を
計
画

し
、
次
の
世
代
に

バ
ト
ン
を
渡
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　町内には２カ所の就労継続支援Ｂ型事業所が開設されています。各事業所では創意工夫した製品の製造販売を
行っています。製品のPRや通所者のやりがい、販路拡大の一助となることを目的に、町では製品の販売場所を
定期提供しています。
しべちゃコスモス
・日時…７月８日㈮、午後２～３時
・品目…�蒸しパンなどのお菓子、木工製品、せっけ

んなど
・場所／役場１階ロビー

みなやんＷＯＲＫＳ（ワークス）
・日時…７月20日㈬、午後３時30分～４時
・品目…�そば粉を使ったシフォンケーキ、ロールケー

キ、クッキーなど
・場所／役場１階ロビー

※マイバッグの持参をお願いします。
※急きょ、中止・延期となる場合があります。あらかじめご了承ください。
〇問い合わせ／役場保健福祉課社会福祉係（１階④番窓口☎内線132）

就労継続支援Ｂ型事業所
役場庁舎内販売会のお知らせ

総
務
広
報
委
員
長
　
山
　
口
　
紀
　
子

令
和
４
年
度

「
女
性
の
つ
ど
い
」
を
終
え
て
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯
生活支援特別給付金（ひとり親世帯・ひとり親世帯以外分）

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰などに直面する低所得の子育て
世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

  支給時期
申請内容の審査決定後、通知します。

  給付額
対象児童１人につき５万円

  必要書類
◦申請者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）の写し
◦申請者と配偶者などのマイナンバーが分かる物
◦受取口座を確認できる書類の写し
◦�簡易な収入見込額の申立書
◦簡易な所得見込額の申立書（収入見込額で要件を満たす場合は不要）
◦�上記「簡易な収入（所得）見込額の申立書」に係る収入が分かる書類（給与明細書、年金振込通知書、事業収入・
不動産収入に係る経費の金額の分かる書類など）
※�そのほか申請者の世帯の状況によっては、戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
　または住民票が必要な場合があります。

　「低所得の子育て世
帯に対する子育て世帯
生活支援特別給付金」
の振り込め詐欺や個人
情報の詐取にご注意く
ださい。
　ご自宅や職場などに
市町村や厚生労働省の
職員をかたった不審な
電話や郵便があった場
合は、お住まいの市町
村や最寄りの警察署に
ご連絡ください。

  申請手続き
申請書に振込先口座などを記入し、必要書類を添付して、役場保健福祉課児童福祉係（１階⑤番窓口）へ提出

  

①�令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けてい
る方（申請不要）
※�令和４年６月下旬に手当を支給している口座に振
り込まれていますのでご確認ください。
②�公的年金などを受給していることにより、令和４
年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

（申請が必要）
※�児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に
限ります。
※�障害基礎年金などを受給されている方のうち、令
和３年３月の児童扶養手当法改正により新たに手
当を受給することとなった方は申請不要です。
③�令和４年４月分の児童扶養手当は受給していない
が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家
計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している
方と同じ水準となっている方（申請が必要）

令和４年３月31日時点で18歳未満の児童（障がい
児の場合は20歳未満）を養育する父母などのうち、
①令和４年度住民税（均等割）が非課税の方（申請
不要）�、または②令和４年１月１日以降の収入が急
変し、住民税非課税相当の収入となった方（申請が
必要）
※�ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除きま
す。
※�令和５年２月末までに生まれた新生児なども対象
になります。
※�①に該当する方は、令和４年４月分の児童手当を
支給している口座に７月下旬に振り込みます。
※�①に該当する方で高校生のみを養育している方は
申請が必要です。

（ひとり親世帯以外）
  支給対象者
（ひとり親世帯）

◦厚生労働省コールセンター（☎0120-400-903）
※受付時間は午前９時～午後６時（平日）。
◦役場保健福祉課児童福祉係（１階⑤番窓口☎内線134）

  問い合わせ

  申請期限
令和５年２月28日㈫

健康・快適生活
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国民健康保険被保険者証が届きます
現在お持ちの保険証の有効期限は７月31日です。

　８月１日以降お使いいただける保険証は、７月15日ごろに簡易書留で郵送する予定です（地区によ
り配達時期が異なります）。有効期限の切れた古い保険証は、裁断の上破棄してください。
　期限になってもお手元に届かない場合はお問い合わせください。

○問い合わせ／役場住民課年金保険係（１階②番窓口☎内線124）

国民健康保険の
お知らせ

　　　令和４年度保険料のお知らせ
　令和４年度の保険料額については、７月に個別にお知らせします。

後期高齢者医療制度

令和４年度保険料の軽減について
均等割の軽減（年額）
　世帯主や被保険者の所得（前年の「収入」から必要経費（公的年金等の控除や給与所得控除額など）を
差し引いたもの）に応じて３段階で軽減されます。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
43万円＋10万円×（給与所得者等の数－１） ７割

43万円＋（28万５千円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－１） ５割
43万円×（52万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－１） ２割

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・65歳未満の方で、公的年金の収入金額が60万円を超える方
・65歳以上の方で、公的年金の収入金額が125万円を超える方

均等割
（１人当たりの保険料）

51,892円
＋

所得割
（本人の所得に応じた額）

令和３年中の所得�－�控除額（最大43万円）
×10.98％

＝
１年間の保険料
（100円未満切り捨て）

限度額66万円

保険料の計算
　保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得（令和３年分）に応じて負担する「所
得割」の合計で計算します。

保険料の支払い方法
　保険料の支払い方法は「年金からの支払い」のほか、「口座振替」と「納付書による支払い」があります。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は「年金からの支払い」ができません。
・介護保険料が年金から引かれていない方（年金受給額が年額18万円未満の方など）
・�介護保険と後期高齢者医療の保険料合計額が介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
※口座振替については町内の金融機関（郵便局、標茶町農業協同組合含む）で手続きすることができます。

問い合わせ／�北海道後期高齢者医療広域連合（☎︎011-290-5601）、役場住民課年金保険係（１階②番窓口☎︎
内線125）

保険料の減免
　新型コロナウイルス感染症の影響のほか、災害、失業などで所得が大幅に減少、その他特別な事情で生活
が著しく困窮し、保険料の支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合がありますので、
役場住民課年金保険係へご相談ください。

・１年間の保険料の上限額は、66万円になります。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割りで計算します。
・前年の所得金額により、控除額が異なる場合があります。

健康・快適生活
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問い合わせ／北海道後期高齢者医療広域連合（☎011-290-5601）、役場住民課年金保険係（１階②番窓口☎内線125）

減額認定証の交付対象（次の区分のうち区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方）

区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

区分Ⅰ
世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
　・世帯全員の所得が０円の方（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方）
　・老齢福祉年金を受給されている方

一　般 住民税課税世帯で１割負担の方
限度証の交付対象（次の区分のうち現役並みⅠまたは現役並みⅡに該当する方）
現役並みⅢ 住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅡ 現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯
にいる被保険者の方

現役並みⅠ 現役並みⅡ・Ⅲに該当しない３割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

※一般または現役並みⅢの区分となる方は、減額認定証および限度証の発行がありません。

保険証・減額認定証・限度証が新しくなります
後期高齢者医療制度のお知らせ

　現在お持ちの保険証・減額認定証・限度証の有効期限は７月31日です。７月15日ごろに新しい保険証を簡易
書留で郵送します。届きましたら古い保険証は裁断の上破棄し、新しい保険証をご使用ください。
　期限になってもお手元に届かない場合は、役場住民課年金保険係までお問い合わせください。なお、令和４年10
月より窓口負担割合の見直しに伴い、全ての被保険者に２回保険証が交付されます。今回の交付分は、有効期限が
令和４年９月30日をもって満了となるため、10月以降は使用できなくなります。10月１日以降の新しい保険
証は、９月中に簡易書留で郵送します。

新しい保険証の有効期限　令和４年９月30日
※紛失した場合は、再交付しますので役場住民課年金保険係窓口に申し出ください。

保険証
新しい保険証は黄色です

減額認定証
（限度額適用・標準負担額減額認定証）

限度証
（限度額適用認定証）

引き続き減額認定証と限度証の交付対象に該当する方は、保険証と
合わせて郵送します。新たに必要となる方は、交付要件に該当する
ことを確認の上、役場住民課年金保険係へ申請してください。

保
険
料
は
納
付
期
限
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
納
め
ま
し
ょ
う

　

令
和
４
年
４
月
分
か
ら
令
和
５
年
３
月

分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月
額

１
万
６
５
９
０
円
で
す
。
保
険
料
は
、
日

本
年
金
機
構
か
ら
届
く
納
付
書
に
よ
り
、

金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
を
利
用
し
て
の
納
付
、
そ
し
て
便

利
で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
た
だ
け

な
い
方
に
対
し
て
、
電
話
・
書
面
・
面
談

に
よ
り
早
期
に
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
案

内
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
、
延
滞
金

が
課
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
強
制
徴
収

の
手
順
に
従
い
督
促
を
行
い
、
指
定
さ
れ

た
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
は
、
納

付
義
務
者
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
。

※�

納
付
義
務
者
…
被
保
険
者
本
人
、
連
帯

し
て
納
付
す
る
義
務
を
負
う
配
偶
者
・

世
帯
主
。

■
問
い
合
わ
せ
／

・�

役
場
住
民
課
年
金
保
険
係
（
１
階
②
番

窓
口
☎
内
線
１
２
４
）

・�

釧
路
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課
（
☎

０
１
５
４
︱
22
︱
５
８
１
０
）

国
民
年
金
保
険
料
の

お
知
ら
せ

新しい減額認定証・
限度証は水色です

※減額認定証・限度証は有効期限が令和５年7月31日までのため、10月の再交付はありません。
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国民健康保険税額／①②③の合計が税額になります。� （△は減）
項　目 区　分 令和３年度 令和４年度 増　減

①医療給付費分

所 得 割 率 5.35％ 5.78％ 0.43％
資 産 割 率 13.20％ 11.00％ △2.20％
均 等 割 額 24,500円 25,000円 500円
平 等 割 額 23,000円 22,500円 △500円
課税限度額 630,000円 650,000円 20,000円

②後期高齢者　
　支援金分　　

所 得 割 率 2.44％ 2.45％ 0.01％
均 等 割 額 9,500円 9,500円 －
平 等 割 額 7,000円 6,500円 △500円
課税限度額 190,000円 200,000円 10,000円

③介護納付金分

所 得 割 率 2.20％ 2.20％ －
均 等 割 額 10,000円 10,000円 －
平 等 割 額 9,000円 8,500円 △500円
課税限度額 170,000円 170,000円 －

※所得割率は、前年の総所得金額から地方税法上の基礎控除額を控除した後の額に、税率を掛けて算出します。
※資産割率は、今年度の固定資産税額に税率を掛けて算出します。

　国民健康保険事業は、平成30年４月から都道府県単位で運営されており、全道の被保険者の医療費などを全市町
村で負担する仕組み（納付金制度）となっています。
　納付金制度の導入により道内の市町村は、割り当てられた納付金を納めるために、被保険者の皆さんから必要な
保険税（料）などを集めて北海道に納付します。この納付金に対応するため、保険税の税率を改正します。
　国民健康保険は、病気やけがをした時に安心して医療が受けられるよう、皆さんで支え合う制度です。皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。

国民健康保険税の税率が変わります

◆問い合わせ◆
制度について…役場住民課年金保険係（１階②番窓口☎内線123）
税金について…役場税務課税務係（１階⑨番窓口☎内線152）

◎国民健康保険税の納税通知書は、７月上旬に納税義務者となる世帯主に送付します。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、失業または収入が減少した方などを対象に、介護保険料を減額する
制度があります。
■対象者／以下のいずれかに該当する方
・�新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第１号被保険者（65
歳以上）
・�新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる、第１号被保険者（65
歳以上）の方のうち、次の①②の両方に該当する世帯の方
　①世帯の主たる生計維持者の令和４年の収入が令和３年の収入と比べて３割以上減少する見込みであること
　②収入の減少が見込まれる種類の所得以外の令和３年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額の算出方法／

※�主たる生計維持者の事業の廃止や失業などの場合には、令和３年中の合計所得金額にかかわらず、減免の割合
は（10分の10）となります。

■申請期限／令和５年３月31日㈮まで
■問い合わせ／役場保健福祉課介護保険係（１階⑥番窓口☎内線136）

（A）減免対象保険料額 （B）減免割合 減免額
（保険料額）×（主たる生計維持者
の減少が見込まれる収入に係る令
和３年中の所得額）÷（主たる生
計維持者の令和３年中の合計所得
金額）

（A）減免対象
　　�保険料額

×
（B）減免割合

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に対する介護保険料の減免について

令和３年中の合計所得金額 減免割合
210万円以下の場合 全部（10分の10）
210万円を超える場合 10分の８
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生活豆知識
後払い決済
サービスに
注意！

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
種
類

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
や
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
プ

リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
（
電
子
マ
ネ

ー
）、
ス
マ
ホ
決
済
が
あ
り
ま
す
。

実
際
に
支
払
う
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、

前
払
い
、
即
時
払
い
、
後
払
い
が

あ
り
ま
す
。

後
払
い
決
済
サ
ー
ビ
ス
と
は

　

近
年
、
主
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

通
販
の
支
払
い
方
法
と
し
て
選
ば

れ
て
い
る
の
が
「
後
払
い
決
済
サ

ー
ビ
ス
」
で
す
。
手
元
に
お
金
が

な
く
て
も
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
後
払

い
が
で
き
る
決
済
手
段
と
し
て
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
持
た
な
い

未
成
年
者
を
含
め
、
若
者
を
中
心

に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

後
払
い
決
済
サ
ー
ビ
ス
で
は
、

後
払
い
決
済
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

（
後
払
い
決
済
事
業
者
）
が
商
品

な
ど
の
代
金
を
立
て
替
え
る
こ
と

で
、
代
金
の
請
求
権
が
販
売
店
か

ら
後
払
い
決
済
事
業
者
に
移
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
注
文
者
の
支
払

い
先
は
後
払
い
決
済
事
業
者
に
な

り
ま
す
。
最
近
は
ス
マ
ホ
決
済
や

プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
チ
ャ
ー
ジ

分
を
後
払
い
に
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

も
あ
り
ま
す
。

事
例
１

　

身
に
覚
え
の
な
い
請
求
書
が
、

後
払
い
決
済
業
者
か
ら
届
い
た
…

架
空
請
求
の
場
合
の
ほ
か
、
な
り

　

犬
や
猫
の
飼
い
方
に
つ
い

て
、
多
く
の
苦
情
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
飼
い
主
は
、
近
隣

住
民
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ

う
、
次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ

う
。

犬
を
飼
っ
て
い
る
方

・�

犬
が
逃
げ
出
さ
な
い
よ
う

に
、
し
っ
か
り
と
つ
な
ぐ
か

柵
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

・�

散
歩
に
連
れ
て
行
く
時
は
必

ず
リ
ー
ド
を
付
け
、
袋
な
ど

を
携
帯
し
、
ふ
ん
の
後
始
末

を
確
実
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

・�

散
歩
の
際
の
伸
縮
リ
ー
ド
の

扱
い
に
は
、
十
分
気
を
付
け

ま
し
ょ
う
。

猫
を
飼
っ
て
い
る
方

・�

交
通
事
故
や
感
染
症
防
止
、

近
隣
住
民
へ
迷
惑
を
掛
け
な�

い
よ
う
、
猫
を
外
に
出
さ

ず
、
室
内
で
飼
う
よ
う
努
め

ま
し
ょ
う
。

・�

ト
イ
レ
は
家
の
中
で
す
る
よ

う
し
つ
け
ま
し
ょ
う
。

・�

猫
に
名
札
な
ど
を
付
け
て
世

話
を
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
飼
い
主
と
し
て
の

責
任
を
果
た
し
ま
し
ょ
う
。

・�

猫
を
無
責
任
に
増
や
さ
な
い

よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・�
子
猫
は
生
ま
れ
て
か
ら
半
年

で
子
ど
も
が
産
め
る
よ
う
に

な
る
の
で
、
避
妊
・
去
勢
を

せ
ず
に
外
に
出
す
と
、
繁
殖

し
て
ど
ん
ど
ん
増
え
て
し
ま

い
ま
す
。

野
良
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
方

・�

野
良
猫
は
野
生
動
物
と
同
じ

扱
い
で
す
。
絶
対
に
餌
を
与

え
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。

・�

か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
と
餌
を

与
え
続
け
る
と
、
周
辺
の
野

良
猫
も
呼
び
集
め
て
繁
殖

し
、
さ
ら
に
野
良
猫
が
増
え

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
増
や

さ
な
い
こ
と
が
何
よ
り
大
切

で
す
。

・�

民
法
で
は
野
良
猫
に
餌
を
与

え
て
い
る
人
も
飼
い
主
と
み

な
さ
れ
、
そ
の
責
任
を
問
わ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・�

猫
は
餌
だ
け
で
は
幸
せ
に
な

れ
ま
せ
ん
。「
自
分
が
飼
い

主
」
と
い
う
自
覚
を
持
ち
、

ふ
ん
尿
や
毛
の
始
末
、
繁
殖

管
理
、
け
が
や
病
気
の
際
は

治
療
を
受
け
さ
せ
る
な
ど
、

生
涯
世
話
を
続
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

■�

問
い
合
わ
せ
／
役
場
住
民
課

環
境
衛
生
係
（
１
階
③
番
窓

口
☎
内
線
１
２
７
）

犬
や
猫
の
飼
い
方
に
つ
い
て
の
お
願
い

す
ま
し
注
文
で
請
求
書
だ
け
が
届

い
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
判

断
が
難
し
い
場
合
に
は
、
す
ぐ
に

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

事
例
２

　

お
試
し
の
つ
も
り
が
定
期
購
入

だ
っ
た
。
後
払
い
決
済
業
者
よ
り

請
求
書
が
届
い
た
が
、
高
額
で
支

払
え
な
い
…
販
売
店
と
の
ト
ラ
ブ

ル
は
販
売
店
と
交
渉
し
ま
す
。
販

売
店
と
連
絡
が
取
れ
な
い
場
合
や

対
応
し
て
も
ら
え
な
い
場
合
に

は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
に

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

■
相
談
窓
口
／

・�

役
場
観
光
商
工
課
商
工
労
働

係
（
２
階
⑯
番
窓
口
☎
内
線

２
５
１
）

・�

釧
路
市
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
（
☎
0
1
5
4
︱
24
︱

3
0
0
0
）

・�
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
（
☎

１
８
８
）

乳がん検診・子宮頸
けい
がん

検診のお知らせ
　ふれあい交流センターで、乳
がん・子宮頸がん検診が次のと
おり実施されますので、ぜひ申
し込みください。なお、
職場検診がある方はそち
らを優先してください。
■日時／８月10日㈬
■�受付時間／午前8時30分～11
時、午後0時45分～2時15分
■申込期限／７月20日㈬
■場所／ふれあい交流センター
■対象者／
・�乳がん検診は40歳以上の方、
子宮頸がん検診は20歳以上の
方
※�ただし、令和３年度に受診し
ていない方
・�がん検診推進事業の無料クー
ポンが送付されている方
■料金／
・乳がん検診…2,000円
・子宮頸がん検診…1,000円
※�いずれも70歳以上・生活保護
世帯の方は無料です。
■�申し込み・問い合わせ／ふれ
あい交流センター健康推進係
（☎485-1000）
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町営住宅入居者募集

　

標
茶
児
童
館
は
、
親
子
や
お
友

達
同
士
で
元
気
に
遊
べ
る
場
所
で

す
。
１
人
で
遊
び
に
来
て
も
職
員

と
一
緒
に
遊
ぶ
こ
と
も
で
き
ま

す
。
同
じ
建
物
の
中
に
児
童
館
と

学
童
保
育
の
部
屋
が
あ
り
、
み
ん

な
で
遊
べ
る
ホ
ー
ル
が
あ
り
ま

す
。
ホ
ー
ル
で
は
、
バ
ド
ミ
ン
ト

ン
・
卓
球
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
、
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
な
ど
が
で
き

ま
す
。
幼
児
向
け
の
足
こ
ぎ
の
車

も
あ
り
、
広
い
場
所
で
走
り
回
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
室
内
遊
び

は
、
ま
ま
ご
と
セ
ッ
ト
・
ミ
ニ
カ

ー
・
ブ
ロ
ッ
ク
・
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム

の
ほ
か
、
ぬ
り
絵
・
折
り
紙
・
手

芸
な
ど
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
勉

強
す
る
こ
と
も
で
き
、
宿
題
を
終

わ
ら
せ
て
か
ら
遊
ぶ
姿
も
見
ら
れ

ま
す
。
ま
た
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
や
サ

ー
ク
ル
も
あ
り
、
乳
児
も
遊
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

グ
ラ
ウ
ン
ド
に
は
、
遊
具
や
砂

場
も
あ
り
ま
す
。
建
物
の
裏
に
は

小
さ
な
畑
が
あ
り
、
毎
年
ジ
ャ
ガ

標
茶
児
童
館
を

�
ご
利
用
く
だ
さ
い

こんにちは
標茶児童館です

イ
モ
を
植
え
て
、
秋
に
収
穫
し
、

み
ん
な
で
食
べ
ま
す
。

　

近
く
に
は
、
富
士
公
園
や
水
路

も
あ
り
、
小
魚
取
り
で
自
然
と
触

れ
合
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

児
童
館
は
安
全
な
場
所
、
楽
し

い
場
所
、
み
ん
な
に
会
え
る
場
所

で
す
。
お
子
さ
ん
と
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
な
ど
、
家
族
で
遊
び

に
来
て
く
だ
さ
い
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
も
し
っ
か
り
行
っ
て
い
ま

す
。
入
館
時
の
検
温
・
手
洗
い
・

手
指
の
消
毒
や
館
内
の
換
気
・
加

湿
も
行
っ
て
い
ま
す
。
床
や
ド
ア

ノ
ブ
、
使
用
後
の
お
も
ち
ゃ
の
消

毒
も
毎
日
行
っ
て
い
ま
す
。
ご
本

人
や
ご
家
族
の
体
調
確
認
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

み
ん
な
が
元
気
で
利
用
で
き
る
よ

う
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

・�

利
用
可
能
日
時･･･

月
～
土
曜

日
、午
前
９
時
～
午
後
５
時（
日

曜
・
祝
日
、
12
月
31
日
～
１
月

５
日
は
休
み
）

・�
利
用
対
象
者�･･･

乳
幼
児
か
ら

高
校
生
（
乳
幼
児
は
保
護
者
同

伴
）

※�

館
内
で
は
飲
食
禁
止
で
す
。（
水

分
補
給
の
た
め
の
お
茶
や
水
の

持
参
は
可
）

■�

問
い
合
わ
せ
／
標
茶
児
童
館

（
☎
４
８
５
ー
２
４
４
７
）

７月11日まで下記住宅の入居者を募集します。

町営住宅入居者募集
団地名 住宅番号 室構成 面積 竣工年度 月額家賃

川上団地

K-2-103 3LDK 68.66㎡ S59
（Ｈ30改修）

19,600～
29,100円

K-5-202 3LDK 68.66㎡ S63
（R3改修）

20,700～
30,900円

K-5-203 3LDK 68.66㎡ S63
（R3改修）

20,700～
30,900円

K-5-302 3LDK 68.66㎡ S63
（R3改修）

20,700～
30,900円

桜 団 地 Ｓ-12-102 1LDK 49.33㎡ H19 16,000～
23,900円

磯 分 内
団 地

Ｉ-7-2 2LDK 68.30㎡ H26 20,300～
30,300円

Ｉ-9-201 3LDK 70.20㎡ H13 20,600～
30,700円

申し込みに関するご注意
・月額家賃は世帯人数や年間所得により左の表の幅で変わ
ります。
・１つの住宅に２件以上の申し込みがあった場合は、選考
委員会を開催し、入居者を決定します。
・申し込みの結果は20日ごろ郵送でお知らせします。
・入居が決定した場合、入居者と同程度以上の収入がある
連帯保証人（１人）の連署する請書の提出が必要で、月
額家賃の３カ月分の敷金が必要となります。
・単身者は１LDK･ ２DK・２LDKまでの住宅のみ申し込み
できます。ただし、２LDKは２名以上の世帯の申し込み
がある場合は、その世帯が優先されることがあります。
・持ち家がある方（共有名義も含む）は申し込みできません。
・町営住宅では犬・猫・鳥などの動物は飼うことができま
せん。また、一時預かりも認めません。その他動物への
餌付けも迷惑行為となるので禁止しています。
・６月10日現在、退去届けが出されている住宅です。入居
日については、修繕などにより遅くなる住宅もあります
のでご了承ください。

■申し込み・問い合わせ／
　�役場建設課住宅都市計画係（１階⑧番窓口　
☎内線275）
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飲んで美味しい牛乳をさらに美味しく食べてもらいたい!

牛乳を食べよう！牛乳を食べよう！
今月のレシピ ラタトゥイユのミルクガレット

作 り 方 材料（３枚分）

ラタトゥイユ
　パプリカ（赤・黄）��各1/2個
　ズッキーニ������１本
　ナス���������１本
　トマト��������３個
　オリーブ油��大さじ２～３
　塩・コショウ����各少々
ガレット
　そば粉������� 100g
　（なければ小麦粉でも可）
　塩��������小さじ1/2
　卵����������１個
　溶かしバター����� 10g
　牛乳�������� 180ml
サラダ油��������適量
卵�����������３個
コショウ��������少々

�Jミルク�ホームページより

元気・キレイ★ポイント　〜トマト〜
トマトに含まれるリコピンは抗酸化物質の一種で、ガンや老化の予防に
役立つといわれています。リコピンは熱に強いので、煮込み料理にもど
うぞ！

①�パプリカはヘタと種を除いて食べやすい大きさに切り、ズッキーニと
ナスは１cm幅の輪切りにする。
②トマトは皮をむき、６～８つに切る。
※�トマトは皮に十字の切り目を入れ、熱湯にくぐらせて冷水に入れると
皮が簡単にむけます。
③�フライパンにオリーブ油を熱して①を炒める。油が回ったらトマトを
加えて炒め煮し、塩・コショウで味を調える。
④�ボウルにそば粉をふるって入れ、塩、卵、バターを加えて混ぜ、牛乳
でのばす。
⑤�直径24cmくらいのフライパンにサラダ油を薄く引いて弱火で温め、④
の３分の１を流し入れて全体に広げる。生地の表面が乾いてきたら中
央に卵を割り入れる。白身が白っぽくなってきたら③の３分の１をの
せ、生地の周囲を内側に折って包む。
⑥仕上げにコショウをふる。
⑦残りも同様に作る。

　これから、気温や湿度が高くなる季節を迎え、熱中症のリスクが高くなる懸念などもあることから、マスク着
用の考え方などについて、�国から取り扱いが示されました。

問い合わせ／標茶町感染症危機管理対策本部事務局  役場住民課環境衛生係(1階③番窓口☎︎内線126)

新型コロナウイルス感染症に関する国の基本的対処方針が変わりました

会話をほとん
どしない

会話をする

マスク着用
の注意点

※�夏場は熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。
※�お年寄りと会う時や病院に行くときなどハイリスク者と接する場合はマスクを着用する。
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【予防接種】
《小児科／定期接種》 ◦�ロタ・ヒブ・小児用肺炎球菌・Ｂ型肝炎・四種混合・ＢＣＧ・麻しん風しん混合・水

痘・日本脳炎・二種混合の接種希望者は、前日の正午まで（前日が休みの場合は前営
業日の正午まで）に総合受付窓口または電話で申し込みください。

《16～20歳未満の日本脳炎》�◦���対象の方で接種を希望される方は、１回目の接種はふれあい交流センター、２回目以
降の接種は町立病院にそれぞれ１週間前までに申し込みください。

《子 宮 頸
け い

が ん》◦�定期接種（小・中学生）・小児科で、火曜日午後１時からの受け付けとなります。
◦�定期接種（高校生以上）・任意接種は内科・産婦人科で木曜日午後３時からの受け付
けとなります。
※どちらもワクチン入荷日が確定次第、接種日を決定します。

《任 意 接 種》◦�おたふくかぜ・定期接種以外の水痘・50歳以上の帯状疱疹・65歳以上の肺炎球菌・麻
しん風しん混合は予約が必要となりますので、１週間前までに総合受付窓口または電
話で申し込みください。

※定期の予防接種についての詳細は、ふれあい交流センター健康推進係(☎︎485-1000)へ問い合わせください。

受付診療時間　受付時間／（午前の部）午前８時45分～11時　　（午後の部）午後１時～３時45分
　　　　　　　診療時間／�午前９時～午後４時45分
　　　　　　　　※�新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に伴い、休診する場合があります。詳しくは当

院の掲示物またはホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス抗体検査を行っています（自由診療）。詳細はホームページをご覧ください。

内　　科　　◦�火曜日・水曜日の午後は休診です。（木曜日・金曜日の午後１～２時は、病棟回診のため診
察をお待ちいただいております）

　　　　　　◦７月11日㈪～15日㈮は佐藤富士夫医師不在となります。
　　　　　　◦７月19日㈫～22日㈮は佐藤泰男医師不在となります。
外　　科　　◦北大医学部消化器外科Ⅰより１週間単位で出張医師が担当します。
　　　　　　◦毎週金曜日の受付時間は、午後３時までとなります。
　　　　　　※７月27日㈬は午後休診となります。
産婦人科　　◦札幌医科大学産婦人科より石岡医師が担当します。
　　　　　　◦診療日／７月28日㈭、29日㈮
　　　　　　◦受付時間／午後３時30分まで
　　　　　　◦�予約制となっています。受診日前日の正午までに、来院時または
　　　　　　　電話で予約してください。
リハビリテーション科　◦予約制となっています。新患の方は、医師の診察後に
　　　　　　　　　　　　受診日時を予約します。
小 児 科　　◦旭川医大小児科より出張医師が担当します。

当院は、救急指定病院として24時間体制で診療を行っていますが、医師の負担軽減のため緊急に診断・
治療が必要な方を除き、通常時間帯の受診をお願いします。

標茶町立病院　　　　☎485-2135
URL　https://shibecha-hospital.jp

町立病院からのお知らせ

一般診療 予防接種（事前予約が必要です）

午前8：45～11：00 午後1：00～2：00 予約受付締切

５日㈫ ● ● ７月４日㈪正午

12日㈫ ● ● ７月11日㈪正午

19日㈫ ● ● ７月15日㈮正午

26日㈫ ● ● ７月25日㈪正午

☆７月の小児科診療受付時間／

発熱・ 咳のある人は
「健康相談センター」
か「保健所」へ
当院を受診する前に
下記へご相談くださ
い。
○ 北海道新型コロナ

ウイルス感染症健
康相談センター （☎
0120-501-507）

○ 釧 路 保 健 所（☎
0154-65-5811）


